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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに分離されて設けられた第一シートと第二シートとを互いに重ねた支持体を結合手段
により互いに保持し、
　この第二シートにはその外周縁部の内側に開口を設け、その開口からこの第一シートと
第二シートとの間の収容室に刃物の刃部を挿入して第一シート及び第二シートにより覆う
とともに、この収容室の開口から露出する刃物の柄部を第二シートの外側に重ね、この刃
物を支持体に保持する止め手段を設け、
　前記結合手段は、開口に対し刃部を挿入する方向の両側のうち、その刃部の挿入向き側
でその挿入方向に対し直交する方向の両側にそれぞれ設けられた第一連結部と、その挿入
向きに対する反対側で設けられた第二連結部とを備え、
　前記両側の第一連結部は、第一シートと第二シートとのうち、一方のシートに設けた切
込みと、他方のシートに設けた舌片とを有し、この切込みにこの舌片を挿入したものであ
って、
　前記両側の第一連結部では、前記第二連結部により第一シートと第二シートとを互いに
位置決めした状態で、第一シートと第二シートとを相対動させて切込みに対し舌片を挿脱
し得る挿脱可能状態と、舌片が切込みに挿入された挿脱可能状態で第一シートと第二シー
トとの相対動により舌片に設けた係止部が切込みの係止部に係止されて舌片が切込みから
離脱するのを阻止する係止状態とを取る
ことを特徴とする刃物陳列用支持部材。
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【請求項２】
前記両側の第一連結部のうち、一方の第一連結部の切込みの係止部と他方の第一連結部の
切込みの係止部との間の間隔を、一方の第一連結部の舌片の係止部と他方の第一連結部の
舌片の係止部との間の間隔よりも小さくすることにより、前記係止状態で両側の第一連結
部間の第二シートまたは第一シートに膨らみを持たせて前記収容室を形成したことを特徴
とする請求項１に記載の刃物陳列用支持部材。
【請求項３】
前記第二連結部は、開口と刃物の柄部の接触部との間に設けられ、さらに、挿入方向で柄
部の接触部よりも開口に近い側に配置されていることを特徴とする請求項１または請求項
２に記載の刃物陳列用支持部材。
【請求項４】
前記収容室内の刃部を第二シートの外側から第二シートを通してまたは第一シートの外側
から第一シートを通して視認可能になっていることを特徴とする請求項１から請求項３の
うちいずれか一つの請求項に記載の刃物陳列用支持部材。
【請求項５】
前記刃物は、互いに開閉動可能な両刃部と両柄部とを有する鋏であることを特徴とする請
求項１から請求項４のうちいずれか一つの請求項に記載の刃物陳列用支持部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋏などの刃物を陳列するために支持する支持部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１では、台紙（１，２２，３３，３９，４７，６０，６８）上に洋鋏（１
４）が架橋部（７，２６，３５，４１）や止めひも（１１，２９，５７，６７，７７）や
止め紙（３７）などを利用して開閉操作可能に支持されている。しかし、台紙（１，２２
，３３，３９，４７，６０，６８）上で洋鋏（１４）の刃部（１８，１９）を不用意に触
れるおそれがあった。
【０００３】
　そこで、上記特許文献１の問題点を改良すべくなされた下記特許文献２において、同公
報の図７～９に示す第３実施形態や図１０～１１に示す第４実施形態では、台シート（１
５）とカバーシート（１６）とが互いに重ねられ、その台シート（１５）の下端縁とカバ
ーシート（１６）の下端縁との間に設けられた挿入口部（３０）から西洋鋏（６）の両刃
部（１０）が挿入されて支持室（２４）に収容されている。
【特許文献１】実開平５－３５７４３号公報
【特許文献２】特開２００５－１８７００４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献２では、西洋鋏（６）の両柄部（１１）が不用意に振れると、台
シート（１５）とカバーシート（１６）とが両柄部（１１）に面する部分で互いに押し広
げられるおそれがあるため、台シート（１５）とカバーシート（１６）と西洋鋏（６）と
を止め索（３７）により結んで確実に位置決めする必要がある。
【０００５】
　この発明は、鋏などの刃物の刃部を重合シート（例えば前記台シート１５とカバーシー
ト１６に該当）により覆うばかりではなく、前記挿入口部（３０）に該当する開口を設け
る位置を改良して鋏などの刃物の柄部をシートの押さえとして有効に利用することにより
、重合シートの分離を規制することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　後記実施形態の図面（図１～３に示す第１実施形態、図４～５に示す第２実施形態）の
符号を援用して本発明を説明する。
　＊　請求項１の発明
　請求項１の発明にかかる刃物陳列用支持部材は、下記のように構成されている。
【０００７】
　第一シート１と第二シート１１とを互いに重ねた支持体２０を備えている。この第二シ
ート１１にはその外周縁部１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄの内側に開口１６を設けてい
る。その開口１６からこの第一シート１と第二シート１１との間の収容室２３に刃物２４
の刃部２７を挿入して第一シート１及び第二シート１１により覆うとともに、この収容室
２３の開口１６から露出する刃物２４の柄部２８を第二シート１１の外側に重ねている。
この刃物２４を支持体２０に保持する止め手段７，１６，２９を設けている。
【０００８】
　従って、第一シート１と第二シート１１との間の収容室２３に刃物２４の刃部２７を第
二シート１１の開口１６から収容して覆った際、第二シート１１が第一シート１に対し刃
物２４の柄部２８により押さえ付けられるため、第一シート１に対する第二シート１１の
分離を規制することができる。
【０００９】
　また、支持体２０において、第一シート１と第二シート１１とは互いに分離されて設け
られ、この第一シート１と第二シート１１とを互いに保持する結合手段２１，２２を設け
ている。
　従って、第一シート１及び第二シート１１の材質や形態や加工などについて互いに異な
る任意のものを選択する際にその選択の自由度を増すことができる。
【００１０】
　前記結合手段は、開口１６に対し刃部２７を挿入する方向Ｚの両側のうち、その刃部２
７の挿入向きＺＵ側でその挿入方向Ｚに対し直交する方向Ｙの両側にそれぞれ設けられた
第一連結部２１と、その挿入向きＺＵに対する反対側で設けられた第二連結部２２とを備
えている。前記両側の第一連結部２１は、第一シート１と第二シート１１とのうち、一方
のシート１に設けた切込み５，６と、他方のシート１１に設けた舌片１４，１５とを有し
、この切込み５，６にこの舌片１４，１５を挿入したものである。前記両側の第一連結部
２１では、前記第二連結部２２により第一シート１と第二シート１１とを互いに位置決め
した状態で、第一シート１と第二シート１１とを相対動させて切込み５，６に対し舌片１
４，１５を挿脱し得る挿脱可能状態と、舌片１４，１５が切込み５，６に挿入された挿脱
可能状態で第一シート１と第二シート１１との相対動により舌片１４，１５に設けた係止
部１４ｂ，１５ｂが切込み５，６の係止部５ａ，６ａに係止されて舌片１４，１５が切込
み５，６から離脱するのを阻止する係止状態とを取る。例えば、第二連結部２２は挿入方
向Ｚに対し直交する方向Ｙの両側にそれぞれ設けられ、第一シート１と第二シート１１と
のうち、一方のシート１に設けた切込み８，９と、他方のシート１１に設けた舌片１７，
１８とを有し、この切込み８，９にこの舌片１７，１８を挿入したものである。
　従って、第一シート１と第二シート１１とを簡単な構造の結合手段２１，２２により容
易に連結することができる。
【００１１】
　＊　請求項２の発明
　請求項１の発明を前提とする請求項２の発明においては、前記両側の第一連結部２１の
うち、一方の第一連結部２１の切込み５の係止部５ａと他方の第一連結部２１の切込み６
の係止部６ａとの間の間隔Ａを、一方の第一連結部２１の舌片１４の係止部１４ｂと他方
の第一連結部２１の舌片１５の係止部１５ｂとの間の間隔Ｂよりも小さくすることにより
、前記係止状態で両側の第一連結部２１間の第二シート１１または第一シート１に膨らみ
を持たせて前記収容室２３を形成している。
　従って、第一シート１と第二シート１１とを簡単な構造の結合手段２１，２２により容
易に連結することができるとともに、第一シート１と第二シート１１との間で収容室２３
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を容易に形成することができる。
　＊　請求項３の発明
　請求項１または請求項２の発明を前提とする請求項３の発明において、第二連結部２２
は、開口１６と刃物２４の柄部２８の接触部（後記第８の発明では閉動状態にある鋏２４
の両柄部２８において把持環２８ａの内周縁部２８ｂ）との間に設けられ、さらに、挿入
方向Ｚで柄部２８の接触部２８ｂよりも開口１６に近い側に配置されている。すなわち、
第二連結部２２は、柄部２８の接触部２８ｂと開口１６との間の中央部よりも挿入向きＺ
Ｕ側に寄っている。
　従って、刃物２４の柄部２８に触れた際に第一シート１に対する第二シート１１の分離
をより一層規制することができる。
　＊　請求項４の発明
　前記収容室２３内の刃部２７を第二シート１１の外側から第二シート１１を通してまた
は第一シート１の外側から第一シート１を通して視認可能になっている。
　従って、刃部２７を確認することができる。
【００１２】
　＊　請求項５の発明
　請求項１から請求項４のうちいずれか一つの請求項の発明を前提とする請求項５の発明
において、前記刃物は、互いに開閉動可能な両刃部２７と両柄部２８とを有する鋏２４で
ある。
　従って、請求項１から請求項４のうちいずれか一つの請求項の発明の効果を鋏陳列用支
持部材において発揮させることができる。
【００１５】
　＊　第６の発明
　請求項５の発明を前提とする第６の発明にかかる鋏２４においては、両鋏片２５を開閉
中心軸部２６で回動可能に支持して、この開閉中心軸部２６よりも先端側に前記両刃部２
７を設けるとともに、この開閉中心軸部２６よりも基端側に前記両柄部２８を設けている
。第６の発明では、請求項１から請求項４のうちいずれか一つの請求項の発明の効果を西
洋鋏２４の陳列用支持部材として発揮させることができる。
【００１６】
　＊　第７の発明
　第６の発明を前提とする第７の発明において、前記止め手段は、第二シート１１の開口
１６の内縁部１６ａに鋏２４の開閉中心軸部２６を係止するものである。第７の発明では
、鋏２４の開閉中心軸部２６を止め手段として有効に利用することができる。
【００１７】
　＊　第８の発明
　第６の発明または第７の発明を前提とする第８の発明において、前記止め手段は、第一
シート１に設けた止め孔７に鋏２４の開閉中心軸部２６を係止するものである。第８の発
明では、鋏２４の開閉中心軸部２６を止め手段として有効に利用することができる。
【００１８】
　＊　第９の発明
　第６の発明または第７の発明または第８の発明を前提とする第９の発明において、前記
止め手段は、支持体２０と鋏２４の柄部２８とに止め索２９を結び付けたものである。第
９の発明では、止め索２９により鋏２４を支持体２０に対し確実に保持することができる
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、鋏などの刃物２４の刃部２７を重合シート１，１１により覆うばかりではな
く、開口１６を設ける位置を改良して鋏などの刃物２４の柄部２８をシート１１の押さえ
として有効に利用したので、シート１，１１の分離を規制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２０】
　まず、本発明の第１実施形態にかかる刃物陳列用支持部材について図１～３を参照して
説明する。
　図１（ａ）に示す第一シートとしての台シート１は、不透明な厚紙により縦方向Ｚ（上
下方向）に長い形状に成形され、外周縁部（上縁１ａと下縁１ｂと左縁１ｃと右縁１ｄ）
により囲まれた表面２を有しているとともに、図２（ｂ）に示すようにこの外周縁部によ
り囲まれた裏面３を有している。この台シート１の上半部において、上縁１ａよりも若干
下方で横方向Ｙ（左右方向）の中央部には吊下孔４が表面２と裏面３との間で貫設されて
いるとともに、この吊下孔４よりも下方の左右両側には左縁１ｃ及び右縁１ｄよりも若干
内側で筋状の切込み５，６が表面２と裏面３との間で貫設されている。この台シート１の
下半部において、横方向Ｙの中央部には円形状の止め孔７が表面２と裏面３との間で貫設
されているとともに、この止め孔７よりも若干下方の左右両側には左縁１ｃ及び右縁１ｄ
よりも若干内側で筋状の切込み８，９が表面２と裏面３との間で貫設されている。さらに
、この止め孔７よりも下方でこの左右両切込み８，９間には一対の索穴１０が表面２と裏
面３との間で貫設されている。
【００２１】
　図１（ｂ）に示す第二シートとしてのカバーシート１１は、透明なプラスチック板によ
り縦方向Ｚに長い形状に成形され、外周縁部（上縁１１ａと下縁１１ｂと左縁１１ｃと右
縁１１ｄ）により囲まれた表面１２を有しているとともに、図２（ｃ）に示すようにこの
外周縁部により囲まれた裏面１３を有している。このカバーシート１１の上半部において
、上縁１１ａよりも若干下方で左縁１１ｃと右縁１１ｄとには舌片１４，１５が形成され
ている。このカバーシート１１の下半部において、横方向Ｙの中央部（上記外周縁部の内
側）には開口１６が表面１２と裏面１３との間で貫設されているとともに、この開口１６
よりも若干下方で左縁１１ｃと右縁１１ｄとには舌片１７，１８が形成されている。さら
に、この開口１６よりも下方でこの左右両舌片１７，１８間には一対の索穴１９が表面１
２と裏面１３との間で貫設されている。
【００２２】
　このように互いに分離されて成形された台シート１とカバーシート１１とは、図２（ａ
）（ｂ）（ｃ）に示すように、台シート１の表面２とカバーシート１１の裏面１３とを相
対向させた状態で支持体２０として互いに重ねられる。その際、台シート１の上半部の左
右両切込み５，６にカバーシート１１の上半部の左右両舌片１４，１５を挿入して結合手
段としての第一連結部２１にするとともに、台シート１の下半部の左右両切込み８，９に
カバーシート１１の下半部の左右両舌片１７，１８を挿入して結合手段としての第二連結
部２２にしている。この第二連結部２２では、左右両切込み８，９の上下両端部に係止部
８ａ，９ａ，８ｂ，９ｂが形成されているとともに、左右両舌片１７，１８の上下両段差
部に係止部１７ａ，１８ａ，１７ｂ，１８ｂが形成され、この係止部８ａ，９ａ，８ｂ，
９ｂと係止部１７ａ，１８ａ，１７ｂ，１８ｂとが互いに係止されて、台シート１に対し
カバーシート１１が縦方向Ｚへ移動するのを規制して位置決めされている。
【００２３】
　前記第一連結部２１において、左右両切込み５，６の上下両端部には係止部５ａ，６ａ
，５ｂ，６ｂが形成され、Ｌ形状をなす左右両舌片１４，１５は、左縁１１ｃ及び右縁１
１ｄに沿って上方へ延びる係止腕部１４ａ，１５ａと、この係止腕部１４ａ，１５ａと左
縁１１ｃ及び右縁１１ｄとの間に形成された係止部としての係止溝部１４ｂ，１５ｂとを
有している。この左右両切込み５，６の係止部５ａ，６ａの間隔Ａをこの左右両舌片１４
，１５の係止溝部１４ｂ，１５ｂの間隔Ｂよりも小さくしている。前記第二連結部２２に
おいて台シート１とカバーシート１１とが互いに位置決めされた状態で、台シート１に対
しカバーシート１１を横方向Ｙ及び縦方向Ｚへ撓ませてカバーシート１１の左右両係止腕
部１４ａ，１５ａを台シート１の左右両切込み５，６に挿入すると、その左右両係止腕部
１４ａ，１５ａを左右両切込み５，６に対し挿脱し得る挿脱可能状態となる。その挿脱可
能状態でカバーシート１１を離してその撓みをなくすと、カバーシート１１の左右両係止
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溝部１４ｂ，１５ｂに左右両切込み５，６の係止部５ａ，６ａが係入されて、左右両舌片
１４，１５が左右両切込み５，６から離脱するのを阻止する係止状態となる。この係止状
態ではカバーシート１１に膨らみが生じて台シート１とカバーシート１１との間に収容室
２３が形成される。
【００２４】
　図１（ｃ）に示す刃物としての西洋鋏２４においては、両鋏片２５が開閉中心軸部２６
で回動可能に支持されて、この開閉中心軸部２６よりも先端側に両刃部２７が設けられて
いるとともに、この開閉中心軸部２６よりも基端側に両柄部２８が設けられている。この
両柄部２８においては、両刃部２７から延設された部分に把持環２８ａが取着され、この
把持環２８ａの内側に接触部としての内周縁部２８ｂが形成されている。この開閉中心軸
部２６は図２（ｃ）に示すようにボルト２６ａとナット２６ｂとを有し、このボルト２６
ａとナット２６ｂとが段差状をなすように突出している。
【００２５】
　図２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように支持体２０のカバーシート１１においてその表面
１２側から開口１６に鋏２４の両刃部２７を挿入すると、図３（ａ）（ｂ）（ｃ）に示す
ように、その両刃部２７が台シート１とカバーシート１１との間の収容室２３に収容され
て覆われ、鋏２４の開閉中心軸部２６のナット２６ｂが台シート１の止め孔７に係止され
るとともに、鋏２４の開閉中心軸部２６のボルト２６ａが開口１６の内縁部１６ａに係止
される。鋏２４の両柄部２８の上半部はカバーシート１１の表面１２側に重ねられ、その
両柄部２８の下半部で把持環２８ａの一部が台シート１の下縁１ｂから下方へ突出する。
その後、台シート１の各索穴１０とカバーシート１１の各索穴１９に止め索２９を通して
鋏２４の柄部２８に結んで鋏２４を支持体２０に保持する。この第二連結部２２は、開口
１６の内縁部１６ａを通る平面（縦方向Ｚに対し直交する横方向Ｙの平面）と、閉動状態
にある鋏２４の両柄部２８において把持環２８ａの内周縁部２８ｂを通る平面（縦方向Ｚ
に対し直交する横方向Ｙの平面）との間の範囲に設けられている。さらに、この第二連結
部２２は、その範囲内において、縦方向Ｚ（挿入方向）で把持環２８ａの内周縁部２８ｂ
よりも開口１６の内縁部１６ａに近い側に配置され、把持環２８ａの内周縁部２８ｂと開
口１６の内縁部１６ａとの間の中央部よりも挿入向きＺＵ側に寄っている。
【００２６】
　このように鋏２４を保管した支持体２０は吊下孔４により吊り下げられて陳列される。
その陳列時に、鋏２４の両刃部２７を透明なカバーシート１１を通して視認することがで
きるとともに、鋏２４の両柄部２８に直接触れて両柄部２８を開閉させることもできる。
【００２７】
　図４～５に示す第２実施形態の刃物陳列用支持部材においては、図４（ａ）（ｂ）（ｃ
）及び図５（ａ）（ｂ）（ｃ）がそれぞれ第１実施形態の図１（ａ）（ｂ）（ｃ）及び図
３（ａ）（ｂ）（ｃ）に対応し、下記の点で第１実施形態と主に異なる。
【００２８】
　＊　第１実施形態の台シート１に形成された止め孔７が省略されている。
　＊　鋏２４の開閉中心軸部２６が段差状に突出せず略平坦な形状になっている。
　＊　カバーシート１１に形成された逆Ｕ状の切込み３０ａにより開口１６に舌片３０ｂ
が形成されている。
【００２９】
　＊　第二連結部２２において、カバーシート１１の左右両舌片１７，１８のうち右側の
舌片１８で上下両係止溝部１８ａ，１８ｂが形成され、台シート１の左右両切込み８，９
のうち右側の切込み９で形成された上下両係止部９ａ，９ｂに対しこの上下両係止溝部１
８ａ，１８ｂが係止されて不用意に抜け落ちないように引き掛けられる。
【００３０】
　図示しないが、前記実施形態以外にも下記のように構成してもよい。
　＊　刃物としては、西洋鋏や握り鋏などの鋏以外に、包丁やナイフや医療用メスや剃刀
や爪切りや皮むきなどを採用する。
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【００３１】
　＊　カバーシートばかりではなく台シートも透明なプラスチックにより成形する。
　＊　第二連結部については、互いに分離して設けた台シートの下縁とカバーシートの下
縁とを接着したり、台シートの下縁とカバーシートの下縁とを互いに折曲可能に一体成形
する。また、台シートの左縁とカバーシートの左縁とを互いに折曲可能に一体成形したり
、台シートの右縁とカバーシートの右縁とを互いに折曲可能に一体成形する。
【００３２】
　＊　鋏の両刃部の全体をカバーシートにより覆う必要はないが、少なくとも両刃部の先
端部を覆うことが好ましい。
　＊　両側の第一連結部のうち、一方の第一連結部の切込みの係止部と他方の第一連結部
の切込みの係止部との間の間隔を、一方の第一連結部の舌片の係止部と他方の第一連結部
の舌片の係止部との間の間隔よりも大きくすることにより、係止状態で両側の第一連結部
間の台シートに膨らみを持たせて収容室を形成することができる。
【００３３】
　＊　鋏の収容状態で両柄部の全体をカバーシートの外側に重ねる。
　＊　台シート及びカバーシートの材質や形態や寸法を適宜変更する。また、鋏の形態や
大きさに応じて台シート及びカバーシートを選択する。さらに、台シート及びカバーシー
トに印刷や商品説明を付す。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】（ａ）は第１実施形態にかかる刃物陳列用支持部材から分解した台シートを示す
正面図であり、（ｂ）は同じくカバーシートを示す正面図であり、（ｃ）は西洋鋏を示す
正面図である。
【図２】（ａ）は第１実施形態で台シートにカバーシートを連結した刃物陳列用支持部材
に西洋鋏を保持する途中状態を示す正面図であり、（ｂ）は同じく背面図であり、（ｃ）
は同じく側面図である。
【図３】（ａ）は第１実施形態で台シートにカバーシートを連結した刃物陳列用支持部材
に西洋鋏を保持し終えた状態を示す正面図であり、（ｂ）は同じく背面図であり、（ｃ）
は同じく側面図である。
【図４】（ａ）は第２実施形態にかかる刃物陳列用支持部材から分解した台シートを示す
正面図であり、（ｂ）は同じくカバーシートを示す正面図であり、（ｃ）は西洋鋏を示す
正面図である。
【図５】（ａ）は第２実施形態で台シートにカバーシートを連結した刃物陳列用支持部材
に西洋鋏を保持した状態を示す正面図であり、（ｂ）は同じく背面図であり、（ｃ）は同
じく側面図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１…第一シートとしての台シート、５，６，８，９…切込み、５ａ，６ａ…切込みの係
止部、７…止め手段としての止め孔、１１…第二シートとしてのカバーシート、１４，１
５，１７，１８…舌片、１４ｂ，１５ｂ…係止部としての舌片の係止溝部、１６…開口、
１６ａ…止め手段としての開口の内周縁、２０…支持体、２１…結合手段としての第一連
結部、２２…結合手段としての第二連結部、２３…収容室、２４…刃物としての鋏、２７
…刃部、２８…柄部、２９…止め手段としての止め索、Ａ，Ｂ…間隔。



(8) JP 4837397 B2 2011.12.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(9) JP 4837397 B2 2011.12.14

【図５】



(10) JP 4837397 B2 2011.12.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－１８７００４（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭４９－０８８３６３（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６５Ｄ　　８５／００　　　　
              Ａ４７Ｆ　　　７／００　　　　
              Ｂ２６Ｂ　　１３／２２　　　　
              Ｂ２６Ｂ　　２９／０４　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　７３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

